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３ 秋田市の目指すべき将来像の検討 
３.１ 上位・関連計画の概要 

(1)第 11 次秋田市総合計画 

第 11 次秋田市総合計画は、基本構想をつぎのとおり示している。 

【基本構想の概要】 

①計画の目的 
現在は、社会状況が大きく、めまぐるしく変化する時代の変革期にあり、未来へ

の展望が不透明感を増す一方、少子高齢社会の進行、地方分権の推進、行財政改革

の実現など解決すべき課題も多く、さらには行政経営にもスピードときめ細やかさ

が求められている。 

このような現状を踏まえ、第 11 次秋田市総合計画は、未来への指針として、秋

田市がめざすべき将来都市像を市民と共有し、ともに取り組み、実現させることを

目的に策定した。 

②計画期間 
平成 19 年度から平成 27 年度までの９年間 

③将来都市像 
すべての市民が、緑豊かな都市環境のもと快適な生活をおくり、健康な心身を保 

ち安全安心に暮らし、文化をはぐくみながら生きがいに満ちた生涯をおくること 

ができるまち、 

「しあわせ実感 緑の健康文化都市」 
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④分野別将来都市像 
この将来都市像を実現するため、次の５つの分野別将来都市像を設定する。 

１ 豊かで活力に満ちたまち 

２ 緑あふれる環境を備えた快適なまち 

  しあわせを感じて暮らしていくためには、豊かな自然環境を守りながら優れた

都市基盤を整えていく必要がある。そのため、市民にとって利便性が高い都市基

盤の整備を行うとともに、市民と行政が一体となって、住みよい環境を保ってい

くことが求められる。 

  
【市街地形成は】 

宅地の供給が過剰な状態であり、人口規模に比較して、過大な市街地が形成されてい

るため、平成 13 年以降は住宅地の郊外拡大を抑制している。 

今後、すでに形成された市街地においても人口減少が進み、分散型の効率の悪い市街

地となることが懸念される。 

このため、既存市街地への都市機能の適切な誘導や、都心部への高次都市機能の集積、

市内７つの地域中心※の充実などにより、投資効果が高く、コンパクトで成熟した市街

地の形成につとめる。また、市民がまちづくりに関心を持ち、積極的に参画できる環境

を整える。 

 

３ 健康で安全安心に暮らせるまち 

４ 家族と地域が支えあう元気なまち 

５ 人と文化をはぐくむ誇れるまち 

 

※７つの地域中心とは、中央、東部、西部、南部、北部、河辺、雄和の 7 地域のそれぞれの拠点と

なる地域レベルの中心地区をいう。 
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(2)第 5 次秋田市総合都市計画(都市計画マスタープラン) 

①目標年次 

平成 13 年度を初年度とし、20 年後の平成 32 年を将来目標年次としている。 

②目指すべき都市の姿 

まちづくりの目指す方向 

i） 「目指すべき都市の姿」と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―「目指すべき都市の姿」― 
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「目指すべき都市の姿」の実現に向けた、まちづくりの３つの目標を次のとおり設

定する。 

 

―「目指すべき都市の姿」― 
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③市街地形成の基本的な考え方 

i） 市街地形成の基本的視点 

a) 土地利用の方向 

土地利用の基本的な方向は、定住人口の減少が確実視され、住宅系土地利用の需

要は一定の臨界点に近づきつつある。そのため、市街地の外延的拡大は基本的に行

わない方向とする。 

さらに外延的拡大の抑制から一歩進め、周辺部の農地や丘陵地等のみどりと市街

地を一体的なまちとして捉え、かつ、「目指すべき都市の姿」実現のための目標と

しても挙げている、自然環境と調和したまちづくりの実現に近づけるように市街地

の形成を図る。 

b) 都市機能の配置 

秋田新都市や駅東地区への集積等市全体としての状況を勘案しつつ、秋田市の顔

である都心空間へ商業・業務のみならず、文化や公益系の都市機能等の集積を図り、

また各地域の既存の集積を地域の中心となりうるまでに育て、バランスよく都市機

能が配置された市街地を形成していく。 

c) 交通体系の方向 

市街地の外延的拡大を抑制し、同時に都心機能の再構築・地域拠点の育成を図り、

身近な生活環境も整え、それらを支える道路・交通体系を整備する。それにより、

一極集中でも散漫に分散したまちでもない、特色ある都市機能を持った地域ごとの

まとまりがあり、市の顔さらには県都の顔にふさわしい核となる都心空間を有する、

環境と調和した成熟型の市街地形成をめざすことを基本とする。 
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ii） コンパクトで成熟した市街地の形成 

a) 市街地形成の基本的な方針 

成熟したコンパクトな市街地の形成を実現するべく、以下の基本的な方針を設定

する。 

○都心、中心市街地、地域中心における再開発等の推進 

○多様な都市機能が複合化された中心市街地の再生と活性化 

○新規住宅地開発の抑制と既成市街地への適切な集積 

○市街地特性（都市機能集積や密度等）に対応した交通体系・システムの検討 

・個性のある地域同士を連携させ、互いに魅力・活力を高めていくことができる

地域交流軸となる交通体系を整えていく。 

 

b) 市街地特性に応じた機能配置パターンの展開 

都心・地域・地区のそれぞれ都市機能の配置を、以下のようにする。 
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(3)秋田都市圏総合都市交通マスタープラン 

集約型市街地の形成とその方向性 

市街地の活性化、公共交通利用促進、道路交通問題の解消および都市財政の健全

化を図るために、まちなかの利便性･快適性を向上させ、自家用車に過度に依存し

ない集約型の市街地形成を図ることとしている。 

※計画期間 平成 20 年度～平成 42 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バスサービスの利便性向上と維持、
代替交通の確保

・鉄道サービスの利便性向上と維持

・自動車を利用できない高齢者等の交
通弱者の利用しやすさを高める

公共交通機能の利便性向上と維
持

・バスサービスの利便性向上と維持、
代替交通の確保

・鉄道サービスの利便性向上と維持

・自動車を利用できない高齢者等の交
通弱者の利用しやすさを高める

公共交通機能の利便性向上と維
持

・交通需要に見合った道路整備

・渋滞･交通混雑の緩和

骨格道路網の見直し

・交通需要に見合った道路整備

・渋滞･交通混雑の緩和

骨格道路網の見直し

・都心居住の促進

・歩行者自転車空間の整備

・駐輪スペースの確保

都心部の活性化

・都心居住の促進

・歩行者自転車空間の整備

・駐輪スペースの確保

都心部の活性化

・冬期道路空間の確保

・冬期歩行空間の確保

・冬期交通の安全性向上

冬期交通対策の充実

・冬期道路空間の確保

・冬期歩行空間の確保

・冬期交通の安全性向上

冬期交通対策の充実

・高次都市機能の集積促進

・まちなか居住の推進

・市街地拡散の抑制

・土地利用の高度化

土地利用

・高次都市機能の集積促進

・まちなか居住の推進

・市街地拡散の抑制

・土地利用の高度化

土地利用

▲骨格道路網の連結方針 
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(4)秋田市中心市街地活性化基本計画 

本計画は、平成 20 年 7 月 9 日に内閣総理大臣より認定された。 

「千秋公園（久保田城跡）と連携した城下町ルネッサンス（中心市街地再生）」を基本

コンセプトに、中心市街地再生と活性化に資する 40 の個別事業で構成されるものであ

り、中心市街地のあるべき姿とその再生に向けた３つの基本方針が明示され、具現化手

段としての個別事業の実施に際しては、「選択と集中」による政府の有利な支援制度を活

用しながら推進を図っていくこととしている。 

※計画期間 平成 20 年 7 月～平成 25 年 3 月 

▼基本方針と目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼策定区域と個別事業 


